
 

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ０ 日 

海上保安学校事務部人事厚生課 

 

海上保安学校教官の採用について 

 

 海上保安学校では、多様な人材を確保することで、更なる体制の充実を図るべ

く、社会人経験の豊富な職員の採用を目的とした選考採用試験を実施します。 

 採用を希望される方は、下記事項を確認のうえ必要な手続きをお取りくださ

い。 

 

１．勤務先 

  海上保安学校 

  京都府舞鶴市字長浜２００１番地 

 

２．採用官職及び人数 

  海上保安学校教官 

  若干名 

 

３．職務内容等 

  無線通信等にかかる英語・法規等各科目にかかる授業 

  英米文学・英語又はそれに準ずる専攻 

 

４．応募資格 

  本項目（１）記載の職務経歴があり、かつ（２）又は（３）記載の資格・経

験を有し、（４）及び（５）記載の条件に該当する人で、実用英語技能検定準

１級以上又はＴＯＥＩＣ650点相当を有する人 

（１）学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による大学、短期大学、高等専門学

校若しくは高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると

認められる人で、一定の職務経験（大学を卒業した者は８年以上、短期大学

及び高等専門学校を卒業した者は 10年以上、高等学校を卒業した者は 13年

以上）を有する人 

（２）次に掲げるいずれかの資格を有し、無線通信に関する業務に１年以上従事

した経験を有する人 

    ・第二級総合無線通信士以上 

    ・第三級海上無線通信士以上 



（３）教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）第４条に規定する免許状

（外国語（英語）にかかるものに限る。）を有する人 

（４）パソコン、ソフトウェア（エクセル、ワード、アウトルック及び一太郎）

を使用するための基礎知識を有し、一般的事務に必要とされる操作が出来

る人 

（５）海上保安学校の教育方針を理解し、教官として幅広く学生教育に取り組め

る人 

  ※ 勤務証明書等を提出できない場合や虚偽の記載があった場合には採用

予定が取り消される場合がありますので、ご注意願います。 

  ※ 次のいずれかに該当する者は応募できません。 

   〇 日本の国籍を有しない者 

   〇 国家公務員法第 38条の規定により国家公務員となることができない

者 

    ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執

行猶予の期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまで

の者 

    ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から

２年を経過しない者 

    ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

   〇 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

   〇 採用日に 60歳に達している者 

 

５．待遇 

（１）給与 

   基本給、扶養手当、住居手当、通勤手当、賞与２回 

  ※ 基本給は、「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、学歴、経験

年数等を勘案して決定されます。 

（２）勤務形態 

   週休２日制（年間を通して 1週間当たり２日の週休日とし、基本的には

土、を週休日とするが、授業や行事の関係で土日勤務もあり得えます。） 

（３）勤務時間 

   １日につき７時間 45分（勤務時間は 0830～1715、休憩時間 1150～

1250） 

   なお、１ヶ月に１回程度の宿直勤務があります。 



（４）休暇等 

   祝日法による休日、年末年始の休日及び年次休暇等の休暇制度がありま

す。 

（５）福利厚生 

   国土交通省共済組合員としての社会保障が受けられます。 

 

６．採用予定時期 

  随時 

 

７．受付期間 

  随時 

 

８．応募方法 

  〇応募に必要な下記の書類を簡易書留にて郵送・提出してください。 

   ・履歴書 

   ・上記４項目記載の資格等にかかる免許状等のコピー 

   ・職務経歴書 

   ・勤務証明書等勤務経歴が証明できる書類 

    ※勤務証明書等を提出できない場合や虚偽の記載があった場合には採

用予定が取り消される場合がありますので、ご注意願います。 

   ・返信用封筒１通（角型２号封筒に 120円切手を貼り、住所、氏名を明記

したもの 

    ※第１次選考結果通知送付時に使用しますので必ず用意してくださ

い。 

 

９．選考方法 

（１）選考内容 

  【第一次】 

  ・書類選考（履歴書及び職歴経歴書をもとに書類選考を実施します。） 

  ※書類選考の結果については、書類受付後、順次実施し、併せて第二次選考

のご案内を行います。 

  【第二次】 

  ・作文試験（課題式：日本語による作文試験を行います。） 

  ・人物試験（人柄、対人能力、語学力（英語）等についての試験を行います。） 

（２）試験地 

   第二次選考は、海上保安学校（京都府舞鶴市字長浜 2001番地）で実施し



ます。 

（３）最終選考結果の通知 

   最終選考結果については、第二次選考終了後から順次、通知を行います。 

 

10．書類提出先／照会先 

  住所：〒625-8503 京都府舞鶴市字長浜 2001番地 

  担当：海上保安学校事務部人事厚生課人事係 

  電話：(0773)77-6331 

  （提出書類は、封筒に「海上保安学校職員採用提出書類」と朱書し、書留に

て送付願います。） 

 

11．備考 

（１）審査の内容及び審査の結果に関する問い合わせは、一切応じかねますので、

ご了承ください。 

（２）応募の秘密については厳守します。また、提出書類については、選考の目

的に限って使用し、選考終了後は、採用者の情報を除き、全ての個人情報は

当方で責任を持って処分します。 


